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【公開日】平成26年7月24日(2014.7.24)
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【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  27/447    (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  37/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  27/26    ３３１Ｈ
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【手続補正書】
【提出日】平成26年5月28日(2014.5.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
キャピラリー電気泳動法による試料の分析方法であって、
基板、導入槽、回収槽およびキャピラリー流路を含み、
前記キャピラリー流路は、試料分析用のキャピラリー流路を含み、
前記基板上に、前記導入槽と前記回収槽とが形成され、
前記導入槽と前記回収槽とが、前記試料分析用のキャピラリー流路で連通されているキャ
ピラリー電気泳動チップを用い、
前記導入槽に分析対象となる試料を導入する導入工程と、
前記試料分析用のキャピラリー流路が、試料導入用のキャピラリー流路をも兼ね、前記導
入槽と前記回収槽との間に電位差を生じさせて、電気泳動により、前記試料分析用のキャ
ピラリー流路に前記試料を直接導入し、前記試料分析用のキャピラリー流路において、前
記試料の分離中も前記試料が連続的に供給されている状態で前記試料の分析が行う分析工
程とを含み、
前記分析工程において、前記試料の分析を、前記電気泳動における経過時間と、前記試料
の吸光度との演算処理により行い、
前記吸光度の演算処理において、前記試料の差分処理により前記試料中の成分比率を求め
ることを特徴とする分析方法。
【請求項２】
前記キャピラリー流路に電気泳動液が充填されている請求項１記載の分析方法。
【請求項３】
前記キャピラリー流路において、その径が、１０～２００μｍの範囲であり、その長さが
、０．５～１５ｃｍの範囲である請求項１または２記載の分析方法。
【請求項４】
前記試料が全血であり、
前記電気泳動チップが、さらに、前記試料を溶血剤で溶血させ、且つ希釈するための前処
理槽を含み、前記前処理槽と前記導入槽とが連通されている請求項１から３のいずれか一
項に記載の分析方法。
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【請求項５】
前記電気泳動チップにおいて、
前記試料分析用のキャピラリー流路の一端にグルコース分析部が形成され、
前記回収槽が、前記試料分析用のキャピラリー流路の他端に形成され、
前記導入槽が、前記グルコース分析部と前記回収槽との間に形成され、
前記グルコース分析部と前記導入槽、および前記導入槽と前記回収槽とが、前記試料分析
用のキャピラリー流路で連通されている請求項１から４のいずれか一項に記載の分析方法
。
【請求項６】
前記基板が、上基板と下基板とを含み、
前記上基板には、２つの貫通孔が形成されており、
前記下基板上には、溝が形成され、
前記下基板上に前記上基板が積層されており、
前記上基板に形成された２つの貫通孔の底部が、前記下基板で封止されることで形成され
る空間が、それぞれ、前記導入槽および前記回収槽となり、
前記下基板上に形成された溝の上部が、前記上基板で封止されることで形成される空間が
前記試料分析用のキャピラリー流路となる請求項１から５のいずれか一項に記載の分析方
法。
【請求項７】
前記基板上に、２つの凹部および溝が形成され、
前記基板表面が、前記２つの凹部に対応した位置に穴のあいたシール材でシールされ、
前記基板上に形成された２つの凹部が、前記導入槽および前記回収槽となり、
前記基板上に形成された溝の上部が、前記シール材で封止されることで形成される空間が
前記試料分析用のキャピラリー流路となる請求項１から５のいずれか一項に記載の分析方
法。
【請求項８】
前記電気泳動チップが、さらに、シール材を含み、
前記基板には、２つの貫通孔が形成されており、
前記基板の底面には、溝が形成され、
前記基板の底面が、前記シール材でシールされ、
前記基板に形成された２つの貫通孔の底部が、前記シール材で封止されることで形成され
る空間が前記導入槽および前記回収槽となり、
前記基板の底面に形成された溝の下部が、前記シール材で封止されることで形成される空
間が前記試料分析用のキャピラリー流路となる請求項１から５のいずれか一項に記載の分
析方法。
【請求項９】
前記基板とは別の部材であるキャピラリー管で前記導入槽および前記回収槽が連通され、
前記キャピラリー管が前記試料分析用のキャピラリー流路となる請求項１から８のいずれ
か一項に記載の分析方法。
【請求項１０】
前記導入槽および前記回収槽の容積が、それぞれ、１～１０００ｍｍ３の範囲である請求
項１から９のいずれか一項に記載の分析方法。
【請求項１１】
前記導入槽および前記回収槽が、それぞれ、キャピラリー電気泳動法用の電極を有する請
求項１から１０のいずれか一項に記載の分析方法。
【請求項１２】
前記導入工程において、前記導入槽に、前記試料を電気泳動液で希釈した希釈試料を導入
し、前記試料：前記電気泳動液（体積比）が、１：４～１：９９の範囲である請求項１か
ら１１のいずれか一項に記載の分析方法。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３１】
　これら実施例１および２の結果を、図１４のグラフに併せて示す。同図において、（Ａ
）は実施例２の結果であり、（Ｂ）は実施例１の結果である。同図において、縦軸は、吸
光度（相対値ＡＵ）および傾斜であり、横軸は前記試料分析用のキャピラリー流路３ｘの
両端に対する電圧印加開始時からの経過時間である。同図において、破線で示した曲線は
、測定された吸光度を示し、実線は、前記吸光度を微分処理した後の傾斜値を示す。同図
において、「Ａ０」および「Ａ１ｃ」は、それぞれ、ＨｂＡ０およびＨｂＡ１ｃのピーク
を示す。図示のように、本実施例においては、試料中のＨｂＡ１ｃを、短時間でＨｂＡ０
と効率よく分離し、かつ精度よく検出することができた。
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